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畜産・酪農収益力強化総合対策金等事業に係る事業実施手続き等に関する規程 

一部改正 新旧対照表 

改      正 現       

行 

畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業に係る事業実施手続き等に関する規程 

 

制  定  平成 28 年３月 17 日付け 27 年度発中畜第 1313 号 

一部改正  令和７年３月 24 日付け６年度発中畜第 6501 号 

 

 

第１ 趣 旨 

  この規程は、公益社団法人中央畜産会（以下「中央畜産会」という。）が畜産・酪農収益力強化

総合対策基金等事業の円滑な推進を図るため、公益社団法人中央畜産会畜産・酪農収益力強化総

合対策基金等事業基金管理業務方法書（平成 28年 3月 17日付け 27年度発中畜第 1401号制定。

以下「業務方法書」という。）第 25条の規定に基づき、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事

業補助金交付等要綱（平成 28年１月 20日付け 27生畜第 1572 号農林水産事務次官依命通知。以

下「交付等要綱」という。）第６の１に掲げる事業ごと及び同第６の３に掲げる事業の補助金交付

申請等に係る様式、交付等要綱第６の 1の（２）の事業に係る補助方法等と取得した財産処分の

取扱い並びに畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領（平成 28年１月 20 日付け 27生

畜第 1621 号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。）別紙２の第５の７の（３）の

アの（ア）及び（イ）の基金管理団体が定める貸付対象機械装置の貸付期間等について定めるも

のとする。 

 

第２ 実施手続きに関する様式 

  交付等要綱第６の１に掲げる事業ごと及び同第６の３に掲げる事業の補助金交付申請等に係る

様式は、次のとおり別記１から７に定めるものとする。 

   別記１   施設整備事業 

   別記２－１ 機械導入事業 

   別記２－２ 機械導入事業（公募選定団体） 

   別記３   調査・実証・推進事業（実証支援事業） 

   （削る。） 

   （削る。） 

   別記４   生産基盤拡大加速化事業・肉用牛 

   別記５   生産基盤拡大加速化事業・乳用牛 

   別記６   優良繫殖雌牛更新加速化事業 

  別記７   ICT化等機械装置等導入事業 

 

畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業に係る事業実施手続き等に関する規程 

 

制  定  平成 28 年３月 17 日付け 27 年度発中畜第 1313 号 

最終改正 令和６年３月 27 日付け５年度発中畜第 6856 号 

 

 

第１ 趣 旨 

  この規程は、公益社団法人中央畜産会（以下「中央畜産会」という。）が畜産・酪農収益力強化

総合対策基金等事業の円滑な推進を図るため、公益社団法人中央畜産会畜産・酪農収益力強化総

合対策基金等事業基金管理業務方法書（平成 28年 3月 17日付け 27年度発中畜第 1401号制定。

以下「業務方法書」という。）第 25条の規定に基づき、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事

業補助金交付等要綱（平成 28年１月 20日付け 27生畜第 1572 号農林水産事務次官依命通知。以

下「交付等要綱」という。）第６の１に掲げる事業ごとの補助金交付申請等に係る様式及び交付等

要綱第６の 1の（２）の事業に係る補助方法等と取得した財産処分の取扱い並びに畜産・酪農収

益力強化総合対策基金等事業実施要領（平成 28年１月 20日付け 27生畜第 1621号農林水産省生

産局長通知。以下「実施要領」という。）別紙２の第５の７の（３）のアの（ア）及び（イ）の基

金管理団体が定める貸付対象機械装置の貸付期間等について定めるものとする。 

 

 

第２ 実施手続きに関する様式 

  交付等要綱第６の１に掲げる事業ごとの補助金交付申請等に係る様式は、次のとおり別記１か

ら７に定めるものとする。 

   別記１   施設整備事業 

   別記２－１ 機械導入事業 

   別記２－２ 機械導入事業（公募選定団体） 

   別記３   調査・実証・推進事業 

   別記４－１ 畜産経営基盤継承支援事業（施設整備事業） 

   別記４－２ 畜産経営基盤継承支援事業（推進事業） 

   別記５   生産基盤拡大加速化事業・肉用牛 

   別記６   生産基盤拡大加速化事業・乳用牛 

   別記７   優良繫殖雌牛更新加速化事業 

（新設） 
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第３ （略） 

第４ 財産処分についての取扱い 

  業務方法書第 20条の５に定める財産処分手続のうち、実施要領別紙２の第 1の 1の事業により

取得した財産の処分については、別記２－1 別添２の規定に基づき、実施要領別紙８の第 1 の

２の事業により取得した財産の処分については、別記７ 別添の規定に基づき、適正に行うこと

とする。 

 

第５ （略） 

 

 

附則 

 １ この規程の改正は、令和７年３月 27日から施行する。 

 ２ この通知による改正前の畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業に係る事業実施手続き等

に関する規程の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ （略） 

第４ 財産処分についての取扱い 

  業務方法書第 20条の５に定める財産処分手続のうち、実施要領別紙２の第 1の 1の事業により

取得した財産の処分については、別記２－1 別添２の規定に基づき、適正に行うこととする。 

 

 

 

第５ （略） 

 

 

（新設） 
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別記１ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業） 

 

別記１様式第１号～第 15号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記１ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業） 

 

別記１様式第１号～第 15号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

別記２－１ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業） 

 

別記２－１参考様式 事業参加承認通知書（実施要領別紙２の第５の４の（４）関係） 

（中央畜産会→畜産クラスター協議会） 

 

○○年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業購入方式） 

に係る事業参加承認通知書【第 回要望分】 
  

番   号 

年 月 日 

○○畜産クラスター協議会会長 様 

（都道府県窓口団体経由） 

公益社団法人中央畜産会 

                           会 長         
  

 このことについて、下記により事業参加を承認したので通知します。 
 なお、取組主体に対する事業参加承認通知については、貴職から下記の２及び３の条件を付し通
知いただきますようお願いいたします。 
 また、機械装置販売店との売買契約の締結及び補助対象機械装置の正式な発注は、本通知から原
則として 1ヶ月以内に行うこと。 

記 
１ 補助対象機械装置 
 補助対象となる機械装置は、〇○年○月○日付け○第○○号の○○年度畜産・酪農収益力強化
整備等特別対策事業（機械導入事業）参加申請書（以下「申請書」という。）をもって申請のあ
った機械装置とし、その内容は別紙「○○年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械
導入事業）実施計画書」のとおりとする。 

  

２ 取組主体は、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業交付等要綱（平成 28 年１月 20 日付け
27生畜第 1572号農林水産事務次官依命通知）、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要
領（平成 28 年１月 20 日付け 27生畜第 1621号農林水産省生産局長通知）、同実施要領の別紙２及
び公益社団法人中央畜産会畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業基金管理業務方法書（平成
28 年 3 月 17 日付け 27 年度発中畜第 1401 号）並びに畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業
に係る事業実施手続き等に関する規程（平成 28 年 3 月 17 日付け 27 年度発中畜第 1313 号）の定
めるところに従わなければならない。 

  

３ 事業参加承認の条件は、前記２に定めるもののほか、次のとおりとする。 
（１）取組主体は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及

び支出について証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して５年間整備保管しなければな
らないこと。 

ただし、補助事業により取得し又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過していない場
合にあっては、別紙様式の財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。 

  

（２）取組主体は、本事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）
を、本事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従い、
効率的な運用を図らなければならないこと。 

  

（３）取組主体は、取得財産等（１件当たりの取得価格が 50万円以上のもの）については、処分制
限期間中において公益社団法人中央畜産会会長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反し
て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。 

  

（４）取組主体は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとすると
きは、あらかじめ、公益社団法人中央畜産会会長の承認を受けなければならないこと。 

 

別記２－１ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業） 

 

別記２－１参考様式 事業参加承認通知書（実施要領別紙２の第５の４の（４）関係） 

（中央畜産会→畜産クラスター協議会） 

 

○○年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業購入方式） 

に係る事業参加承認通知書【第 回要望分】 
  

番   号 

年 月 日 

○○畜産クラスター協議会会長 様 

（都道府県窓口団体経由） 

公益社団法人中央畜産会 

                           会 長         
  

 このことについて、下記により事業参加を承認したので通知します。 
 なお、取組主体に対する事業参加承認通知については、貴職から下記の２及び３の条件を付し通
知いただきますようお願いいたします。 
 また、機械装置販売店との売買契約の締結及び補助対象機械装置の正式な発注は、本通知から原
則として 1ヶ月以内に行うこと。 

記 
１ 補助対象機械装置 
 補助対象となる機械装置は、〇○年○月○日付け○第○○号の○○年度畜産・酪農収益力強化
整備等特別対策事業（機械導入事業）参加申請書（以下「申請書」という。）をもって申請のあ
った機械装置とし、その内容は別紙「○○年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械
導入事業）実施計画書」のとおりとする。 

  

２ 取組主体は、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業交付等要綱（平成 28 年１月 20 日付け
27生畜第 1572号農林水産事務次官依命通知）、畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要
領（平成 28 年１月 20 日付け 27生畜第 1621号農林水産省生産局長通知）、同実施要領の別紙２及
び公益社団法人中央畜産会畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業基金管理業務方法書（平成
28 年 3 月 17 日付け 27 年度発中畜第 1401 号）並びに畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業
に係る事業実施手続き等に関する規程（平成 28 年 3 月 17 日付け 27 年度発中畜第 1313 号）の定
めるところに従わなければならない。 

  

３ 事業参加承認の条件は、前記２に定めるもののほか、次のとおりとする。 
（１）取組主体は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及

び支出について証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して５年間整備保管しなければな
らないこと。 

ただし、補助事業により取得し又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過していない場
合にあっては、別紙様式の財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。 

  

（２）取組主体は、本事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）
を、本事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従い、
効率的な運用を図らなければならないこと。 

  

（３）取組主体は、取得財産等（１件当たりの取得価格が 50万円以上のもの）については、処分制
限期間中において公益社団法人中央畜産会会長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反し
て使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないこと。 

  

（４）取組主体は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとすると
きは、あらかじめ、公益社団法人中央畜産会会長の承認を受けなければならないこと。 

 
添付資料 
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添付資料 
 別紙 ○○年畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業）実施計画書 
   別紙 

 別紙 ○○年畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業）実施計画書 
   別紙 

 別
記

様
式

第
２
号

－
別

紙

○
○

年
度

畜
産

・
酪

農
収

益
力

強
化

整
備

等
特

別
対

策
事

業
（
機

械
導

入
事

業
）
実

施
計

画
書

　
（
※

１
）
　

　

貸
付

主
体

か
ら

借
受

を

行
う

場
合

の
取

組
主

体
成
果
目
標

成
果

目
標

値

成
果

目
標

の
種

類
（１

～
６
）

※
１
５

①
②

③
現

状
値

（①

×
②

×
③

）
①

②
③

目
標

値
（①

×
②

×
③

）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

合
計

※
１

要
望

調
査

回
を

記
入

。

※
２

飼
料

増
産

優
先

枠
を

利
用

し
て

機
械

装
置

を
導

入
す

る
場

合
は

〇
を

記
入

。

※
３

省
エ

ネ
優

先
枠

を
利

用
し

て
機

械
装

置
を

導
入

す
る

場
合

は
◯

を
記

入
。

※
４

畜
産

経
営

基
盤

継
承

支
援

事
業

と
一

体
的

に
機

械
装

置
を

導
入

す
る

場
合

は
◯

を
記

入
。

※
５

畜
産

ク
ラ

ス
タ

ー
計

画
の

中
心

的
な

経
営

体
に

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る
場

合
は

〇
、

同
計

画
を

申
請

中
の

場
合

は
△

を
記

入
。

※
６

取
組

主
体

の
場

合
に

あ
っ

て
は

取
組

主
体

氏
名

を
、

貸
付

主
体

の
場

合
に

あ
っ

て
は

組
織

名
を

記
入

。

※
７

認
定

農
業

者
に

つ
い

て
は

「
認

定
」
、

新
規

就
農

者
に

つ
い

て
は

「
新

規
」
、

認
定

農
業

者
・
新

規
就

農
者

に
該

当
す

る
２

者
以

上
で

構
成

す
る

集
団

に
つ

い
て

は
「
集

団
」
、

そ
の

他
の

場
合

は
「
団

体
等

」
と

記
入

。
飼

料
生

産
受

託
組

織
等

に
つ

い
て

は
１

（
面

積
拡

大
）
、

２
（
収

穫
量

増
加

）
、

３
（
飼

料
自

給
率

増
加

）
を

記
入

し
、

複
数

の
場

合
は

１
・
２

、
１

・
３

、
２

・
３

、
１

・
２

・
３

と
記

入
。

※
８

飼
養

区
分

は
「
酪

農
」
、

「
肉

用
牛

（
肥

育
）
」
、

「
肉

用
牛

（
一

貫
）
」
、

「
肉

用
牛

（
繁

殖
）
」
、

「
養

豚
」
、

「
採

卵
鶏

」
、

「
ブ

ロ
イ

ラ
ー

」
、

「
そ

の
他

家
畜

」
、

「
飼

料
受

託
等

」
を

記
入

。
複

数
に

ま
た

が
る

場
合

に
は

当
該

機
械

装
置

を
主

に
利

用
す

る
畜

種
等

を
記

入
。

な
お

、
「
そ

の
他

家
畜

」
の

場
合

は
備

考
欄

に
飼

養
畜

種
を

記
入

。

※
９

飼
養

頭
数

は
飼

養
区

分
に

応
じ

た
現

在
の

総
頭

羽
数

を
記

入
（
事

業
区

分
２

の
事

業
を

除
く

）
。

な
お

、
酪

農
に

つ
い

て
「
搾

乳
牛

頭
数

」
、

肉
用

牛
に

つ
い

て
は

「
繁

殖
雌

牛
頭

数
」
、

養
豚

に
つ

い
て

「
母

豚
頭

数
」
を

内
訳

と
し

て
記

入
し

、
そ

の
他

の
家

畜
又

は
該

当
が

な
い

場
合

は
記

入
不

要
。

※
１

０
協

議
会

に
お

い
て

確
認

の
上

、
記

入
。

※
１

１
規

模
・
数

量
が

妥
当

で
あ

る
場

合
は

〇
を

記
入

。

※
１

２
既

存
の

機
械

装
置

が
あ

る
場

合
は

○
を

記
入

。

※
１

３
導

入
の

必
要

性
に

つ
い

て
記

入
（
複

数
可

）
。

※
１

４
ク

ラ
ス

タ
ー

計
画

に
記

載
し

て
い

る
テ

ー
マ

の
う
ち

、
取

り
組

む
テ

ー
マ

（
ⅰ

：
新

規
就

農
の

確
保

、
ⅱ

：
担

い
手

の
育

成
、

ⅲ
：
労

働
負

担
の

軽
減

、
ⅳ

：
飼

養
管

理
の

改
善

等
を

通
じ

た
収

益
力

の
強

化
、

ⅴ
：
国

産
飼

料
の

拡
大

、
ⅵ

：
畜

産
環

境
問

題
へ

の
対

応
、

ⅶ
：
既

存
の

生
産

基
盤

の
有

効
活

用
、

ⅷ
：
経

営
資

源
の

継
承

）
の

番
号

を
記

入
（
複

数
の

取
組

を
行

う
場

合
は

、
該

当
す

る
全

て
の

番
号

を
記

入
す

る
こ

と
）
。

※
１

５
補

助
対

象
機

械
装

置
の

法
定

耐
用

年
数

を
踏

ま
え

、
「
1
：
販

売
額

の
５

％
以

上
の

増
加

」
、

「
２

：
生

産
コ

ス
ト

の
５

％
以

上
の

削
減

」
、

「
３

：
農

業
所

得
又

は
営

業
利

益
の

５
％

以
上

の
増

加
」
、

「
４

：
自

給
飼

料
収

穫
量

又
は

利
用

量
の

５
％

以
上

の
増

加
」
（
飼

料
生

産
受

託
組

織
等

に
限

る
。

）
、

「
５

：
国

産
飼

料
の

給
与

割
合

を
3
4
％

以
上

」
（
飼

料
増

産
優

先
枠

で
機

械
を

導
入

す
る

者
に

限
る

）
、

「
６

：
電

力
使

用
量

又
は

燃
料

使
用

量
の

５
％

以
上

の
削

減
」
（
省

エ
ネ

優
先

枠
で

機
械

を
導

入
す

る
者

に
限

る
）
、

「
７

：
収

益
の

５
％

以
上

の
向

上
」
（
畜

産
経

営
基

盤
継

承
支

援
事

業
で

施
設

整
備

と
一

体
的

に
機

械
を

導
入

す
る

者
に

限
る

。
）
の

い
ず

れ
か

を
設

定
し

、
番

号
を

記
入

。

な
お

、
経

営
区

分
が

大
規

模
経

営
の

場
合

、
番

号
１

～
４

に
つ

い
て

は
５

％
を

８
％

に
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

※
１

６
成

果
目

標
の

算
定

根
拠

に
用

い
た

頭
数

、
出

荷
数

量
、

単
価

等
の

値
を

①
か

ら
③

の
欄

に
記

入
の

上
、

備
考

欄
に

①
か

ら
③

の
名

称
及

び
計

算
方

法
等

を
記

入
。

※
１

７
算

定
根

拠
と

し
て

飼
養

頭
羽

数
の

増
加

、
出

荷
数

量
の

増
加

、
販

売
額

の
増

加
等

を
具

体
的

に
記

入
。

※
１

８
成

果
目

標
値

は
、

定
量

的
か

つ
検

証
可

能
な

算
定

根
拠

を
設

定
し

、
ク

ラ
ス

タ
ー

協
議

会
に

お
い

て
、

現
状

値
及

び
目

標
値

の
根

拠
と

な
る

資
料

を
保

管
。

成
果

目
標

値
は

、
増

加
（
削

減
）
率

（
％

）
＝

｛
（
事

業
実

施
翌

年
度

の
値

－
事

業
実

施
前

年
度

の
値

）
／

事
業

実
施

前
年

度
の

値
｝
×

1
0
0
（
％

）
を

記
入

。

た
だ

し
、

飼
料

増
産

優
先

枠
の

成
果

目
標

に
つ

い
て

は
、

総
飼

料
給

与
量

に
対

す
る

国
産

飼
料

給
与

量
と

し
、

現
状

値
を

下
回

ら
な

い
こ

と
。

省
エ

ネ
優

先
枠

の
成

果
目

標
値

に
つ

い
て

は
、

前
年

同
月

比
の

値
に

よ
る

削
減

率
と

す
る

。

※
１

９
協

議
会

に
お

い
て

、
過

去
に

本
事

業
を

実
施

し
た

際
の

成
果

目
標

の
達

成
状

況
と

し
て

、
達

成
し

て
い

る
場

合
は

「
○

」
を

、
未

達
成

の
場

合
は

「
×

」
を

、
導

入
し

て
い

な
い

場
合

は
「
－

」
を

記
入

。
た

だ
し

、
複

数
の

目
標

を
設

定
し

て
い

る
場

合
は

未
達

成
の

場
合

を
優

先
し

て
記

入
。

※
２

０
従

業
員

数
は

、
正

規
雇

用
者

数
（
た

だ
し

、
経

営
主

の
親

、
子

、
兄

弟
姉

妹
及

び
配

偶
者

を
除

く
。

）
を

記
入

。

※
２

１
経

営
規

模
の

区
分

は
、

正
規

雇
用

者
数

が
常

時
６

人
以

上
（
実

施
要

領
別

紙
２

の
第

８
の

２
の

（
１

）
で

規
定

す
る

家
族

を
除

く
。

）
の

経
営

体
、

常
時

農
業

従
事

者
若

し
く

は
家

族
以

外
の

者
が

議
決

権
を

有
す

る
株

式
会

社
又

は
常

時
農

業
従

事
者

若
し

く
は

家
族

以
外

の
者

を
社

員
に

含
む

持
株

会
社

に
該

当
す

る
場

合
は

「
１

：
大

規
模

経
営

」
を

記
載

し
、

大
規

模
経

営
に

該
当

し
な

い
場

合
は

「
２

：
中

小
規

模
経

営
」
の

番
号

を
記

入
。

※
２

２
あ

ら
か

じ
め

中
古

品
を

要
望

す
る

こ
と

が
確

実
な

場
合

は
、

備
考

欄
に

「
中

古
品

」
と

記
載

し
、

「
残

存
期

間
（
法

定
耐

用
年

数
－

経
過

年
数

）
」
を

記
入

。

省
エ

ネ
優

先
枠

※
３

飼
料

増
産

優
先

枠
※

２

畜
産

ク

ラ
ス

タ
ー

協

議
会

名

都
道

府
県

N
o.

備
　

考
※

２
２

導
入

の
必

要
性

※
１
３

既
存

の
機

械
装

置
の

有
無

確
認

※
１
２

規
模

・数
量

の
妥

当
性

※
１
１

数
量

機
械

装
置

価
格

、
補

助
金

等

ク
ラ

ス
タ

ー

計
画

の
テ

ー
マ

番
号

（成
果

目
標

）

※
１
４

機
械

価
格

A

消
費

税

B

計

（A
+B

）
補

助
率

補
助

金
額

（A
×

1/
2以

内
）

成
果

目
標

の
達

成
状

況
　

※
１
９

成
果

目
標

の
算

定
根

拠
　

※
１
６

現
状

値
目

標
値

中
心

的
経

営
体

確
認

※
５

畜
産

経
営

基
盤

継
承

支
援

事
業

と
の

一

体
性

※
４

所
属

（団
体

等
名

）

補
助

対
象

機
械

装
置

機
械

装
置

導
入

の
妥

当
性

等
の

確
認

※
１
０

機
械

装

置
名

機
械

装
置

の
区

分

う
ち

搾
乳

牛
、

繁
殖

雌
牛

、
母

豚

飼
養

頭
羽

数
※

９
取

組
主

体
要

件
※

７
飼

養
区

分
※

８
取

組
主

体
の

所
在

地
（市

町
村

名
）

氏
名

取
組

主
体

等
名

※
６

従
業

員
数

※
２
０

経
営

規
模

の
区

分
※

２
１

算
定

根
拠

※
１
７

増
加

（削
減

）率
（％

）

※
１
８

(　
）年

度

導
入

(　
）年

度

導
入

(　
）年

度

導
入
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別
記

様
式

第
２
号

－
別

紙

○
○

年
度

畜
産

・
酪

農
収

益
力

強
化

整
備

等
特

別
対

策
事

業
（
機

械
導

入
事

業
）
実

施
計

画
書

　
（
※

１
）
　

　

貸
付

主
体

か
ら

借
受

を

行
う

場
合

の
取

組
主

体
成
果
目
標

成
果

目
標

値

成
果

目
標

の
種

類

（１
～

６
）

※
１
４

①
②

③
現

状
値

（①

×
②

×
③

）
①

②
③

目
標

値
（①

×
②

×
③

）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

合
計

※
１

要
望

調
査

回
を

記
入

。

※
２

飼
料

増
産

優
先

枠
を

利
用

し
て

機
械

装
置

を
導

入
す

る
場

合
は

〇
を

記
入

。

※
３

省
エ

ネ
優

先
枠

を
利

用
し

て
機

械
装

置
を

導
入

す
る

場
合

は
◯

を
記

入
。

（
削

る
）

※
４

畜
産

ク
ラ

ス
タ

ー
計

画
の

中
心

的
な

経
営

体
に

位
置

づ
け

ら
れ

て
い

る
場

合
は

〇
、

同
計

画
を

申
請

中
の

場
合

は
△

を
記

入
。

※
５

取
組

主
体

の
場

合
に

あ
っ

て
は

取
組

主
体

氏
名

を
、

貸
付

主
体

の
場

合
に

あ
っ

て
は

組
織

名
を

記
入

。

※
６

認
定

農
業

者
に

つ
い

て
は

「
認

定
」
、

新
規

就
農

者
に

つ
い

て
は

「
新

規
」
、

認
定

農
業

者
・
新

規
就

農
者

に
該

当
す

る
２

者
以

上
で

構
成

す
る

集
団

に
つ

い
て

は
「
集

団
」
、

そ
の

他
の

場
合

は
「
団

体
等

」
と

記
入

。
飼

料
生

産
受

託
組

織
等

に
つ

い
て

は
１

（
面

積
拡

大
）
、

２
（
収

穫
量

増
加

）
、

３
（
飼

料
自

給
率

増
加

）
を

記
入

し
、

複
数

の
場

合
は

１
・
２

、
１

・
３

、
２

・
３

、
１

・
２

・
３

と
記

入
。

※
７

飼
養

区
分

は
「
酪

農
」
、

「
肉

用
牛

（
肥

育
）
」
、

「
肉

用
牛

（
一

貫
）
」
、

「
肉

用
牛

（
繁

殖
）
」
、

「
養

豚
」
、

「
採

卵
鶏

」
、

「
ブ

ロ
イ

ラ
ー

」
、

「
そ

の
他

家
畜

」
、

「
飼

料
受

託
等

」
を

記
入

。
複

数
に

ま
た

が
る

場
合

に
は

当
該

機
械

装
置

を
主

に
利

用
す

る
畜

種
等

を
記

入
。

な
お

、
「
そ

の
他

家
畜

」
の

場
合

は
備

考
欄

に
飼

養
畜

種
を

記
入

。

※
８

飼
養

頭
数

は
飼

養
区

分
に

応
じ

た
現

在
の

総
頭

羽
数

を
記

入
（
飼

養
区

分
「
飼

料
受

託
等

」
を

除
く

）
。

な
お

、
酪

農
に

つ
い

て
「
搾

乳
牛

頭
数

」
、

肉
用

牛
に

つ
い

て
は

「
繁

殖
雌

牛
頭

数
」
、

養
豚

に
つ

い
て

「
母

豚
頭

数
」
を

内
訳

と
し

て
記

入
し

、
そ

の
他

の
家

畜
又

は
該

当
が

な
い

場
合

は
記

入
不

要
。

※
９

協
議

会
に

お
い

て
確

認
の

上
、

記
入

。

※
１
０

規
模

・
数

量
が

妥
当

で
あ

る
場

合
は

〇
を

記
入

。

※
１
１

既
存

の
機

械
装

置
が

あ
る

場
合

は
○

を
記

入
。

※
１
２

導
入

の
必

要
性

に
つ

い
て

記
入

（
複

数
可

）
。

※
１
３

ク
ラ

ス
タ

ー
計

画
に

記
載

し
て

い
る

テ
ー

マ
の

う
ち

、
取

り
組

む
テ

ー
マ

（
ⅰ

：
新

規
就

農
の

確
保

、
ⅱ

：
担

い
手

の
育

成
、

ⅲ
：
労

働
負

担
の

軽
減

、
ⅳ

：
飼

養
管

理
の

改
善

等
を

通
じ

た
収

益
力

の
強

化
、

ⅴ
：
国

産
飼

料
の

拡
大

、
ⅵ

：
畜

産
環

境
問

題
へ

の
対

応
、

ⅶ
：
既

存
の

生
産

基
盤

の
有

効
活

用
、

ⅷ
：
経

営
資

源
の

継
承

）
の

番
号

を
記

入
（
複

数
の

取
組

を
行

う
場

合
は

、
該

当
す

る
全

て
の

番
号

を
記

入
す

る
こ

と
）
。

※
１
４

補
助

対
象

機
械

装
置

の
法

定
耐

用
年

数
を

踏
ま

え
、

「
1
：
販

売
額

の
５

％
以

上
の

増
加

」
、

「
２

：
生

産
コ

ス
ト

の
５

％
以

上
の

削
減

」
、

「
３

：
農

業
所

得
又

は
営

業
利

益
の

５
％

以
上

の
増

加
」
、

「
４

：
自

給
飼

料
収

穫
量

又
は

利
用

量
の

５
％

以
上

の
増

加
」
（
飼

料
生

産
受

託
組

織
等

に
限

る
。

）
、

「
５

：
国

産
飼

料
の

給
与

割
合

を
3
4
％

以
上

」
（
飼

料
増

産
優

先
枠

で
機

械
を

導
入

す
る

者
に

限
る

）
、

「
６

：
電

力
使

用
量

又
は

燃
料

使
用

量
の

５
％

以
上

の
削

減
」
（
省

エ
ネ

優
先

枠
で

機
械

を
導

入
す

る
者

に
限

る
）
（
削

る
）
の

い
ず

れ
か

を
設

定
し

、
番

号
を

記
入

。

な
お

、
経

営
区

分
が

大
規

模
経

営
の

場
合

、
番

号
１

～
４

に
つ

い
て

は
５

％
を

８
％

に
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

※
１
５

成
果

目
標

の
算

定
根

拠
に

用
い

た
頭

数
、

出
荷

数
量

、
単

価
等

の
値

を
①

か
ら

③
の

欄
に

記
入

の
上

、
備

考
欄

に
①

か
ら

③
の

名
称

及
び

計
算

方
法

等
を

記
入

。

※
１
６

算
定

根
拠

と
し

て
飼

養
頭

羽
数

の
増

加
、

出
荷

数
量

の
増

加
、

販
売

額
の

増
加

等
を

具
体

的
に

記
入

。

※
１
７

成
果

目
標

値
は

、
定

量
的

か
つ

検
証

可
能

な
算

定
根

拠
を

設
定

し
、

ク
ラ

ス
タ

ー
協

議
会

に
お

い
て

、
現

状
値

及
び

目
標

値
の

根
拠

と
な

る
資

料
を

保
管

。
成

果
目

標
値

は
、

増
加

（
削

減
）
率

（
％

）
＝

｛
（
事

業
実

施
翌

年
度

の
値

－
事

業
実

施
前

年
度

の
値

）
／

事
業

実
施

前
年

度
の

値
｝
×

1
0
0
（
％

）
を

記
入

。

た
だ

し
、

飼
料

増
産

優
先

枠
の

成
果

目
標

に
つ

い
て

は
、

総
飼

料
給

与
量

に
対

す
る

国
産

飼
料

給
与

量
と

し
、

現
状

値
を

下
回

ら
な

い
こ

と
。

省
エ

ネ
優

先
枠

の
成

果
目

標
値

に
つ

い
て

は
、

前
年

同
月

比
の

値
に

よ
る

削
減

率
と

す
る

。

※
１
８

協
議

会
に

お
い

て
、

過
去

に
本

事
業

を
実

施
し

た
際

の
成

果
目

標
の

達
成

状
況

と
し

て
、

達
成

し
て

い
る

場
合

は
「
○

」
を

、
未

達
成

の
場

合
は

「
×

」
を

、
導

入
し

て
い

な
い

場
合

は
「
－

」
を

記
入

。
た

だ
し

、
複

数
の

目
標

を
設

定
し

て
い

る
場

合
は

未
達

成
の

場
合

を
優

先
し

て
記

入
。

※
１
９

従
業

員
数

は
、

正
規

雇
用

者
数

（
た

だ
し

、
経

営
主

の
親

、
子

、
兄

弟
姉

妹
及

び
配

偶
者

を
除

く
。

）
を

記
入

。

※
２
０

経
営

規
模

の
区

分
は

、
正

規
雇

用
者

数
が

常
時

６
人

以
上

（
実

施
要

領
別

紙
２

の
第

８
の

２
の

（
１

）
で

規
定

す
る

家
族

を
除

く
。

）
の

経
営

体
、

常
時

農
業

従
事

者
若

し
く

は
家

族
以

外
の

者
が

議
決

権
を

有
す

る
株

式
会

社
又

は
常

時
農

業
従

事
者

若
し

く
は

家
族

以
外

の
者

を
社

員
に

含
む

持
株

会
社

に
該

当
す

る
場

合
は

「
１

：
大

規
模

経
営

」
を

記
載

し
、

大
規

模
経

営
に

該
当

し
な

い
場

合
は

「
２

：
中

小
規

模
経

営
」
の

番
号

を
記

入
。

※
２
１

あ
ら

か
じ

め
中

古
品

を
要

望
す

る
こ

と
が

確
実

な
場

合
は

、
備

考
欄

に
「
中

古
品

」
と

記
載

し
、

「
残

存
期

間
（
法

定
耐

用
年

数
－

経
過

年
数

）
」
を

記
入

。

（削
る

）
N

o.
都

道

府
県

畜
産

ク

ラ
ス

タ
ー

協
議

会
名

飼
料

増

産
優

先
枠

※
２

省
エ

ネ

優
先

枠
※

３

既
存

の
機

械
装

置
の

有
無

確
認

※
１
１

導
入

の
必

要
性

※
１
２

機
械

価
格

A

消
費

税

B

所
属

（団
体

等
名

）

中
心

的
経

営
体

確
認

※
４

取
組

主
体

等
名

※
５

取
組

主
体

の
所

在
地

（市
町

村
名

）

取
組

主
体

要
件

※
６

飼
養

区

分
※

７

成
果

目
標

の
達

成
状

況
　

※
１
８

従
業

員
数

※
１
９

経
営

規
模

の

区
分

※
２
０

備
　

考

※
２
１

氏
名

う
ち

搾
乳

牛
、

繁
殖

雌
牛

、
母

豚

機
械

装
置

の
区

分
機

械
装

置
名

数
量

規
模

・数
量

の
妥

当
性

※
１
０

飼
養

頭
羽

数
※

８

補
助

対
象

機
械

装
置

機
械

装
置

導
入

の
妥

当
性

等
の

確
認

※
９

機
械

装
置

価
格

、
補

助
金

等

ク
ラ

ス
タ

ー

計
画

の
テ

ー

マ
番

号
（成

果
目

標
）

※
１
３

成
果

目
標

の
算

定
根

拠
　

※
１
５

増
加

（削
減

）率

（％
）

※
１
７

(　
）年

度

導
入

(　
）年

度

導
入

(　
）年

度

導
入

計

（A
+B

）
補

助
率

補
助

金
額

（A
×

1/
2以

内
）

算
定

根
拠

※
１
６

現
状

値
目

標
値

令和　　年度

導  入 耐用 処分制限 承　認 処分の

数量 年月日 年数 年月日 年月日 内　容

補助金 その他

      円     円     円

計

機械装置名 ﾒｰｶｰ名 型式番号 事業費
負　担　区　分

（取組主体名：        　　　　）

畜産ｸﾗｽﾀｰ協議会名： 事業実施年度 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業購入方式）

摘要

（注）１　処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。

      ２　処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等を記入すること。

      ３　摘要欄には、中古品の場合は「中古品」と記載するとともに、譲渡先、交換先、貸し付け先及び
　　　　　抵当権等の設定権者の名称又は補助金返還額を記入すること。

      ４　この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産
　　　　　管理台帳に代えることができる。

財　産　管　理　台　帳

事　業　の　内　容 経　費　の　配　分 処分制限期間 処分の状況
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別記２－１参考様式 事業参加承認通知書（実施要領別紙２の第５の４の（４）関係） 

別記２－１参考様式 事業参加承認通知書（実施要領別紙２の第５の４の（４）関係） 

 

（畜産クラスター協議会→取組主体） （略） 

 

（中央畜産会→都道府県窓口団体） （略） 

 

（中央畜産会→都道府県知事） （略） 

 

（中央畜産会→畜産クラスター協議会） （略） 

 

（中央畜産会→取組主体等） （略） 

 

（中央畜産会→都道府県窓口団体） （略） 

 

（中央畜産会→都道府県知事） （略） 

 

別記２－１様式第１－１号（実施要領別紙２の第６の 1関係） 

（畜産クラスター協議会→中央畜産会） （略） 

 

（取組主体→畜産クラスター協議会） （略） 

 

別記２－１様式第１－２号（実施要領別紙２の第６の１関係） 

（取組主体等→中央畜産会） （略） 

 

別記２－1様式第２－１号 （略） 
 

別記２－1様式第２－２号 （略） 

 

別記２－１様式第３号（業務方法書第９条関係） 

（リース事業者→中央畜産会） （略） 

 

別記２－１様式第４号（業務方法書第９条第６項関係） （略） 

 

 

別記２－１ 別添 1 （略） 

 

別記２－１ 別添１参考様式 補助金支払通知書（機械導入事業購入方式） 

（中央畜産会→畜産クラスター協議会） （略） 

 

（中央畜産会→窓口団体） （略） 

令和　　年度

導  入 耐用 処分制限 承　認 処分の

数量 年月日 年数 年月日 年月日 内　容

補助金 その他

      円     円     円

計

機械装置名 ﾒｰｶｰ名 型式番号 事業費
負　担　区　分

（取組主体名：        　　　　）

畜産ｸﾗｽﾀｰ協議会名： 事業実施年度 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業購入方式）

摘要

（注）１　処分制限年月日欄には、処分制限の終期を記入すること。

      ２　処分の内容欄には、譲渡、交換、貸付け、担保提供等を記入すること。

      ３　摘要欄には、中古品の場合は「中古品」と記載するとともに、譲渡先、交換先、貸し付け先及び
　　　　　抵当権等の設定権者の名称又は補助金返還額を記入すること。

      ４　この書式により難い場合には、処分制限期間欄及び処分の状況欄を含む他の書式をもって財産
　　　　　管理台帳に代えることができる。

財　産　管　理　台　帳

事　業　の　内　容 経　費　の　配　分 処分制限期間 処分の状況



- 8 - 

 

（畜産クラスター協議会→取組主体） （略） 

 

（中央畜産会→都道府県窓口団体） （略） 

 

（中央畜産会→都道府県知事） （略） 

 

（中央畜産会→畜産クラスター協議会） （略） 

 

（中央畜産会→取組主体等） （略） 

 

（中央畜産会→都道府県窓口団体） （略） 

 

（中央畜産会→都道府県知事） （略） 

 

別記２－１様式第１－１号（実施要領別紙２の第６の 1関係） 

（畜産クラスター協議会→中央畜産会） （略） 

 

（取組主体→畜産クラスター協議会） （略） 

 

別記２－１様式第１－２号（実施要領別紙２の第６の１関係） 

（取組主体等→中央畜産会） （略） 

 

別記２－1様式第２－１号 （略） 
 

別記２－1様式第２－２号 （略） 
 

別記２－１様式第３号（業務方法書第９条関係） 

（リース事業者→中央畜産会） （略） 

 

別記２－１様式第４号（業務方法書第９条第６項関係） （略） 

 

 

別記２－１ 別添 1 （略） 

 

別記２－１ 別添１参考様式 補助金支払通知書（機械導入事業購入方式） 

（中央畜産会→畜産クラスター協議会） （略） 

 

（中央畜産会→窓口団体） （略） 

 

 

別記２－１ 別添１参考様式 補助金支払通知書（機械導入事業リース方式） 

（中央畜産会→リース事業者） （略） 

 

別記２－１ 別添１参考様式 補助金支払通知書（公募選定団体）（機械導入事業購入方式） 

（中央畜産会→畜産クラスター協議会） 

（公募選定団体経由）         （略） 

 

別記２－１ 別添１参考様式 補助金支払通知書（公募選定団体）（機械導入事業リース方式） 

（中央畜産会→リース事業者） （略） 

 

別記２－１ 別添１参考様式 補助金支払日通知書（公募選定団体） 

（中央畜産会→公募選定団体） （略） 

 

 

別記２－1 別添２ （略） 

 

別紙様式第１号 （略） 

 

別紙様式第２号 （略） 

 

 

 

記２－２ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業（公募選定団体）） 

 

別記２－２様式第１号～第８号 （略） 
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別記２－１ 別添１参考様式 補助金支払通知書（機械導入事業リース方式） 

（中央畜産会→リース事業者） （略） 

 

別記２－１ 別添１参考様式 補助金支払通知書（公募選定団体）（機械導入事業購入方式） 

（中央畜産会→畜産クラスター協議会） 

（公募選定団体経由）         （略） 

 

別記２－１ 別添１参考様式 補助金支払通知書（公募選定団体）（機械導入事業リース方式） 

（中央畜産会→リース事業者） （略） 

 

別記２－１ 別添１参考様式 補助金支払日通知書（公募選定団体） 

（中央畜産会→公募選定団体） （略） 

 

 

別記２－1 別添２ （略） 

 

別紙様式第１号 （略） 

 

別紙様式第２号 （略） 

 

 

 

別記２－２ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業（公募選定団体）） 

 

別記２－２様式第１号～第８号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記３ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（実証支援事業） 

 

別記３様式第１号～第８号 （略） 
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別記３ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（実証支援事業） 

 

別記３様式第１号～第８号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記４－１ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（畜産経営基盤継承支援事業（施設整備事

業）） 

 

別記４－１様式第１号～第 15号 （略） 

 

 

 

別記４－２ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（畜産経営基盤継承支援事業（推進事業）） 

 

別記４－１様式第１号～第８号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記４ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（生産基盤拡大加速化事業・肉用牛） 

別記５ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（生産基盤拡大加速化事業・肉用牛） 

 

別記５様式第１号 

 

○〇年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（生産基盤拡大加速化事業（肉用牛））補助金交付申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

公益社団法人中央畜産会 

   会 長       殿 

 

                        事業実施主体名      

代 表 者 名       

 

○○年度において、○○年○月○日付け○○第○○号をもって畜産局長の承認を受けた事業実施

計画の内容のとおり事業を実施したいので、下記の関係書類を添え、公益社団法人中央畜産会畜産・

酪農収益力強化総合対策基金等事業基金管理業務方法書第８条第１項の規定に基づき、畜産・酪農

収益力強化総合対策基金等事業補助金○○○○円の交付を申請する。 

 

記 

  

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（生産基盤拡大加速化事業（肉用牛））実施計画書 

 

 

 

（注）実施要領別紙５の別記様式第１号の別添Ⅰを関係書類として添付すること。 
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別記４様式第１号 

 

○〇年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（生産基盤拡大加速化事業（肉用牛））補助金交付申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

公益社団法人中央畜産会 

   会 長       殿 

 

                        事業実施主体名      

代 表 者 名       

 

○○年度において、○○年○月○日付け○○第○○号をもって畜産局長の承認を受けた事業実施

計画の内容のとおり事業を実施したいので、下記の関係書類を添え、公益社団法人中央畜産会畜産・

酪農収益力強化総合対策基金等事業基金管理業務方法書第８条第１項の規定に基づき、畜産・酪農

収益力強化総合対策基金等事業補助金○○○○円の交付を申請する。 

 

記 

  

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（生産基盤拡大加速化事業（肉用牛））実施計画書 

 

 

 

（注）実施要領別紙４の別記様式第１号の別添Ⅰを関係書類として添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記４様式第２号 （略） 

別記５様式第２号 （略） 

 

別記５様式第３号 （略） 

 

別記５様式第４号 （略） 

 

別記５様式第５号 （略） 

 

別記５様式第６号 （略） 

 

別記５様式第７号 （略） 
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別記４様式第３号 （略） 

 

別記４様式第４号 （略） 

 

別記４様式第５号 （略） 

 

別記４様式第６号 （略） 

 

別記４様式第７号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記５ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（生産基盤拡大加速化事業・乳用牛） 

別記６ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（生産基盤拡大加速化事業・乳用牛） 

 

別記６様式第１号 

 

○〇年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（生産基盤拡大加速化事業（乳用牛））補助金交付申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

公益社団法人中央畜産会 

   会 長       殿 

 

                    事業実施主体名  

代 表 者 名       

 

○○年度において、○○年○月○日付け○○第○○号をもって畜産局長の承認を受けた事業実施

計画の内容のとおり事業を実施したいので、下記の関係書類を添え、公益社団法人中央畜産会畜産・

酪農収益力強化総合対策基金等事業基金管理業務方法書第８条第１項の規定に基づき、畜産・酪農

収益力強化総合対策基金等事業補助金○○○○円の交付を申請する。 

 

記 

  

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（生産基盤拡大加速化事業（乳用牛））実施計画書 

 

 

 

 

 

（注）実施要領別紙６の別記様式第１号の別添Ⅰを関係書類として添付すること。 
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別記５様式第１号 

 

○〇年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（生産基盤拡大加速化事業（乳用牛））補助金交付申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

公益社団法人中央畜産会 

   会 長       殿 

 

                    事業実施主体名  

代 表 者 名       

 

○○年度において、○○年○月○日付け○○第○○号をもって畜産局長の承認を受けた事業実施

計画の内容のとおり事業を実施したいので、下記の関係書類を添え、公益社団法人中央畜産会畜産・

酪農収益力強化総合対策基金等事業基金管理業務方法書第８条第１項の規定に基づき、畜産・酪農

収益力強化総合対策基金等事業補助金○○○○円の交付を申請する。 

 

記 

  

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（生産基盤拡大加速化事業（乳用牛））実施計画書 

 

 

 

 

 

（注）実施要領別紙５の別記様式第１号の別添Ⅰを関係書類として添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記５様式第２号 （略） 

別記６様式第２号 （略） 

 

別記６様式第３号 （略） 

 

別記６様式第４号 （略） 

 

別記６様式第５号 （略） 

 

別記６様式第６号 （略） 

 

別記６様式第７号 （略） 
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別記５様式第３号 （略） 

 

別記５様式第４号 （略） 

 

別記５様式第５号 （略） 

 

別記５様式第６号 （略） 

 

別記５様式第７号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記６ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（優良繁殖雌牛更新加速化事業） 

別記７ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（優良繁殖雌牛更新加速化事業） 

 

別記７様式第１号 

 

○〇年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（優良繁殖雌牛更新加速化事業）補助金交付申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

公益社団法人中央畜産会 

   会 長       殿 

 

                        事業実施主体名      

代 表 者 名       

 

○○年度において、○○年○月○日付け○○第○○号をもって畜産局長の承認を受けた事業実施

計画の内容のとおり事業を実施したいので、下記の関係書類を添え、公益社団法人中央畜産会畜産・

酪農収益力強化総合対策基金等事業基金管理業務方法書第８条第１項の規定に基づき、畜産・酪農

収益力強化総合対策基金等事業補助金○○○○円の交付を申請する。 

 

記 

  

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（優良繁殖雌牛更新加速化事業）実施計画書 

 

 

 

（注）実施要領別紙７の別記様式第１号の別添Ⅰを関係書類として添付すること。 
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別記６様式第１号 

 

○〇年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（優良繁殖雌牛更新加速化事業）補助金交付申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

公益社団法人中央畜産会 

   会 長       殿 

 

                        事業実施主体名      

代 表 者 名       

 

○○年度において、○○年○月○日付け○○第○○号をもって畜産局長の承認を受けた事業実施

計画の内容のとおり事業を実施したいので、下記の関係書類を添え、公益社団法人中央畜産会畜産・

酪農収益力強化総合対策基金等事業基金管理業務方法書第８条第１項の規定に基づき、畜産・酪農

収益力強化総合対策基金等事業補助金○○○○円の交付を申請する。 

 

記 

  

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

（優良繁殖雌牛更新加速化事業）実施計画書 

 

 

 

（注）実施要領別紙６の別記様式第１号の別添Ⅰを関係書類として添付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記６様式第２号 （略） 

別記７様式第２号 （略） 

 

別記７様式第３号 （略） 

 

別記７様式第４号 （略） 

 

別記７様式第５号 （略） 

 

別記７様式第６号 （略） 

 

別記７様式第７号 （略） 
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別記６様式第３号 （略） 

 

別記６様式第４号 （略） 

 

別記６様式第５号 （略） 

 

別記６様式第６号 （略） 

 

別記６様式第７号 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記７ ICT 化等機械装置等導入事業 

（新設） 
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別記７ 別添 

 

ＩＣＴ化等機械装置等導入事業における「機械装置導入及び生産方式転換のための 

一体的な施設整備事業」により取得した財産の処分の取扱い 

 

１ 取得した財産の取扱いに対する考え方 

（１）機械装置の導入をリース方式により実施した場合 

「畜産・酪農収益力強化総合対策事業のうち ICT 化等機械装置等導入事業においてリース方

式で導入した機械装置の取り扱いについて（令和６年４月 1 日付け農林水産省畜産局畜産振興

課家畜改良推進班事務連絡）」に基づき次のとおり取り扱うものとする。 

なお、下記の①、②の考え方に即していない事案については、別記様式第 1 号 財産処分承

認申請書の提出に必要な書類を準備し、対応について相談すること。 

①  当該事業においてリース方式で導入した機械装置は、間接補助事業者の財産とはならない

ため、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」（昭和 30年法律第 179号）第 22

条（財産の処分の制限）に基づく農林水産大臣の承認には該当しない。 

②  当該事業においてリース方式で導入した機械装置の補助金の返納額の算定は、「補助事業

により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」（平成 20 年５月 23

日付け 20 経第 385 号農林水産省大臣官房経理課長通知、以下「財産処分等の承認基準に係

る経理課長通知」という。）に準じて行うこととする。 

  なお、機械装置の導入と一体的に施設整備をリース方式で導入した場合は、この事務連絡

に準じて取り扱うこととする。 

（２）機械装置の導入又は施設整備を購入方式により実施した場合 

購入方式で導入した機械装置又は整備した施設は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律」（昭和 30年法律第 179 号）第 22条（財産の処分の制限）の対象財産であり、その返

納額の算定は、財産処分等の承認基準に係る経理課長通知に基づいて行うこととするものとす

る。 

 

２ 事業を中止しようとする場合の財産処分に係る承認申請等 

（１）労働負担軽減経営体が、処分制限期間内に事業を中止し、財産処分をしようとするときは、

応援会議は、財産処分承認申請書（別紙様式第１号）により、公益社団法人中央畜産会会長（以

下「会長」という。）に申請し、その承認を受けなければならない。 

（２）会長は、前項の承認をするときは、財産処分等の承認基準に係る経理課長通知別表 1 の処

分区分の欄に掲げる内容に応じて、それぞれに対応する承認条件を付した上で承認を行うもの

とする。 

（３）応援会議は、この中止承認に基づき、リース契約の解除、及び機械装置の処分を行うこと

とする。 
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（４）会長からの承認通知を受けた応援会議は、財産処分等の承認基準に係る経理課長通知別表

１の「補助目的に従った補助対象財産の使用を中止する場合」（目的外使用）の「国庫納付

額」の欄により返納額を算出（残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に国庫補助率を

乗じた金額を国庫納付する。）し、「事業中止結果報告書（別紙様式第１号－２）」を会長に報

告するものとする。 

（５）会長は、前項の報告書について内容を確認し、畜産局長に報告するものとする。 

 

３ 災害被害財産等に係る承認申請等 

（１）取組主体等は、天災又は自己の責に帰さない事由による火災等により利用することが困難と

なった補助対象財産について、復旧が不可能であると判断した場合であって、当該財産処分に

係る収益がないことが明らかなときは、災害報告書（別紙様式第２号）により、会長に報告し、

補助関係が終了したことの確認を求めることができる。 

（２）会長は、前項の報告書の記載内容が事実と相違ないと判断できる場合には、畜産局長に報告

を行い、補助関係の終了の確認を行うものとする。ただし、災害報告書に記載されている復旧

が不可能との判断に疑義がある場合には、１に従った手続きを指示することができる。 

 

※ 本事業では、経理課長通知別表１を使用することとし、本手続きでは特に掲載しない 
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別紙様式第１号 

 

財産処分承認申請書 

番  号 

年 月 日 

 

公益社団法人中央畜産会 

    会 長        殿 

 

    （応援会議） 

団体名 

代表者の役職及び氏名 

（労働負担軽減経営体） 

所在地 

氏名又は法人名称 

（法人の場合、代表者名） 

 

○○年度 ICT 化等機械装置等導入事業により取得した財産について、畜産・酪農収益力強化総合

対策基金等事業別紙８の第 11（補助金の返納）の（２）、及び整備等特別対策事業公益社団法人中央

畜産会畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業基金管理業務方法書第 21条の規定に基づき、下記

のとおり処分したいので、機械導入事業により取得した財産の処分の取扱い２の（１）の規定によ

り、承認申請します。 

 

記 

 

１ 処分の理由及び今後の利用方法等 

（１）処分を行う理由（事業の中止に至る具体的な原因・理由を記載して下さい。） 

（２）今後の利用方法（処分区分） 

（（注）今後の利用方法等、具体的に記述すること。） 

 

２ 処分の対象財産 

（１）労働負担軽減経営体名 

（２）導入方式：（リース方式、購入方式から該当するものを記載） 

（３）財産の名称、所在、型式、数量   

補助対象機械装置名 所 在 形 式 数 量 

    

（購入方式の場合は別添８－別紙１、リース方式の場合は別添９－別紙１の「１の補助対象機

械装置の概要」に記載している申請内容に応じて記載して下さい。） 
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（４）機械価格、補助金額 

（５）借受日（購入の場合、導入又は納品）年月日 

（６）耐用年数（処分制限期間）：○年 

（７）経過年数：○年○ヶ月 

（８）現状の写真（添付） 

 

３ 処分予定年月日 

 

４ その他参考資料 

（１）事業完了報告書（別添 16）（添付資料も付けて下さい） 

（２）実施状況報告書（別添 10）（添付資料も付けて下さい） 
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別紙様式第１号－２（事業中止結果の報告様式例） 

 

番   号 

年 月 日 

 

  公益社団法人中央畜産会 

    会 長        殿 

 

（応援会議） 

所在地 

団体名 

代表者の役職及び氏名 

 

○○年度 ICT化等機械装置等導入事業の中止に伴う結果について 

 

○○年○○月○○日付け○年度発中畜第○○○○号をもって○○年度 ICT 化等機械装置等導入事

業に係る事業の中止について、補助対象機械装置の処分方法及び補助金相当額を下記のとおり報告

します。 

 

記 

 

１ 補所金返還の理由 

  （記入例：労働負担軽減経営体の事業中止に伴う補助金相当額を返還する。） 

 

２ 労働負担軽減経営体名 〇〇 〇〇 

 

３ 補助対象機械装置 

（１）処分した機械装置の内容 

  ① 補助対象機械装置名： 

  ② 型式       ： 

  ③ 数量       ： 

（２）処分方法 

（４）返還補助金相当額 別紙のとおり 

（別紙として、「返還に係る国庫補助金相当額の計算」を添付） 

 

 

 

 



- 23 - 

別紙様式第２号 

 

災  害  報  告  書 

 番   号 

 年 月 日 

 

公益社団法人中央畜産会 

会長        殿 

  

（畜産ＩCＴ応援会議名） 

所在地 

団体名 

代表者の役職及び氏名 

 

  ○○年度ICT化等機械装置等導入事業により取得した間接補助対象機械装置が、災害等により被

災し、間接補助目的に従った使用の継続が困難となったので、下記のとおり報告いたします。 

なお、貴職から、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第 1 7 9号）

により付された条件に基づく指示があった場合には、その指示に従うことといたします。 

 

記 

 

１ 被災機械装置等の概要 

（１）労働負担冷厳経営体名 

（２）間接補助事業名及び実施年度 

（３）導入方式：（リース方式、購入方式から該当するものを記載） 

（４）財産の名称、所在、型式、数量   

補助対象機械装置名 所 在 形 式 数 量 

    

（購入方式の場合は別添８－別紙１、リース方式の場合は別添９－別紙１の「１の補助対象機

械装置の概要」に記載している申請内容に応じて記載して下さい。） 

（５）機械価格、補助金額 

 

２ 災害の概要 

（１）被災の原因 

年 月 日（○○による被災） 

（○○消防署等調べ ○○時○○分）及び地方紙掲載情報 

（２）被災の程度 

機械装置等の破損（機械装置の○○が○○）、被害見積価格  

機械装置施設等の復旧が不可能と判断した理由（メ―カーの修理不能証明書）等 
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（３）被災機械装置の収支等 

機械装置等の取壊し（処分等を行うため取外しのための人件費）等の概算経費  

処分に係る売却等収益の見込額 

 

３ その他 

（１）罹災証明書（写し） 

（２）被災状況の写真 

（３）事業完了報告書 

（４）２の根拠書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


